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 新型コロナウィルス感染症により影響を受ける下請中小企業との 

取引に関する配慮について（ご依頼） 

 

 余寒の候、会員各位におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素、当協会の運営各般にわたり、格別のご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

  さて、新型コロナウィルス感染症につきましては市民生活への影響のみならず、経済へ

の影響も懸念されておりますが、この度、内閣総理大臣並びに経済産業大臣から全国警備

業協会を通じて、みだしの件につきまして協力依頼がありました。 

 つきましては、業務多忙のところ恐縮ですが、依頼文書を当協会ホームページに掲載し

ておりますので、ご確認のうえ周知徹底下さいますようお願い申し上げます。 

 

 

【ホームページ掲載文書】 

１ 全警協発第３５号「新型コロナウィルス感染症により影響を受ける下請中小企業と 

の取引に関する配慮について」 

２ 国公委生発第３８号「新型コロナウィルス感染症により影響を受ける下請中小企業

との取引に関する配慮について」 
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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請中小企業との 

取引に関する配慮について 

 

 

謹 啓 

 貴協会におかれましては、平素から当協会運営につきまして格別のご支援を

賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、みだしの件につきまして、内閣総理大臣並びに経済産業大臣か

ら当協会会長に対し別添文書のとおり協力依頼がございました。 

 つきましては、業務ご多忙のところ恐縮に存じますが、管内加盟員各位に対

し周知徹底下さいますようお願い申し上げます。 

謹 白 

 

 










